
プログラム

13：30 主催者挨拶・開催地挨拶
13：40 行政説明
14：00 実践事例報告
14：30 ゲストスピーカーによる

パネルトーク
16：00 閉会



Q＆A10問
開始までの間に
ぜひチャレンジしてみてください。



本日、
オンラインも配信中！



フェスタ終了後、
アンケートに
ご協力ください。



本日のパネルスピーカー



開始まで

しばらくお待ちください。



まもなく開始致します。

みなさま

ご着席ください。
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